
  

産業構造審議会 商務流通情報分科会 

第１回 Connected Industriesにおける共通商取引ルール検討小委員会 

-議事録- 

 

日時：平成委30年７月30日（月曜日）15時30分～17時30分 

場所：経済産業省 別館９階944共用会議室 

 

■出席者 
委員：柳川委員（座長）、生貝委員、梅澤委員、翁委員、加毛委員、小塚委員、森委員、 

唯根委員 
事務局： 
〇商務・サービスグループ 
   藤木審議官、小瀬審議官、吉野課長、山本参事官、青木参事官、津脇政策企画委員 

正田商取引監督課長 

永井消費・流通政策課長 

〇商務情報政策局 松田情報経済課長 

〇経済産業政策局 福本産業資金課長 

政府出席者： 
〇金融庁 企画市場局 岡田信用制度参事官 
〇消費者庁 内藤消費者政策課長  
〇総務省 情報流通行政局 飯倉情報通信政策課調査官 

〇個人情報保護委員会 事務局 髙木企画官 
 

■議題 
１． 開会 

２． 経済産業省挨拶 

３． 委員紹介・座長選定 

４． 小委員長挨拶 

５． 議事 

（１）小委員会の開催趣旨について 

（２）論点について 

（３）自由討議 

６． 閉会 
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■議事内容 

○山本参事官  では、定刻になりましたので、第１回産業構造審議会商務流通情報分科

会Connected Industriesにおける共通商取引ルール検討小委員会を始めさせていただきた

いと存じます。 

 資料につきましては、基本的にペーパーレスにて実施することとさせていただいており

ます。お手持ちのノートパソコン、タブレット等でご確認をいただけましたら幸甚でござ

います。 

 まず、開会に当たりまして、経済産業省・藤木商務・サービス審議官からご挨拶を申し

上げます。お願いいたします。 

 

○藤木商務・サービス審議官  商務・サービス審議官の藤木でございます。本日は大変

お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 委員の皆様にはそれぞれ今回、どういう趣旨の委員会かということをご説明申し上げた

かと思うのですが、実を申し上げますと私自身もまだ会の趣旨がよく飲み込めていないと

ころがございます。といいますのも、いわゆるプラットフォーマー、プラットフォーム型

ビジネスというのがここへ来て急速に広がってきて、さらにこのようなビジネスモデルを

指向する企業はどんどん増えていくだろうということに対して、決して自分も頭は固くな

いつもりでありますが、これまでの枠組みでは捉え切れていない。特にこれが一体何なの

かということも捉え切れていないし、かつこれをどう律していけばいいのか。あるいは逆

に、どういう形であればこの新しいビジネスモデル、ビジネススタイルというのは我々

の、ユーザーの幸せにつながっていくのかということについて我々は全体像を捉え切れて

いないし、それぞれしっかり位置づけもできていないのが実態なのではないかと思ってお

ります。 

 したがって、この小委員会、ポイントは言葉でいうと簡単ですが、これは一体何なの

か。そしてそれをどういう枠組みで考えればいいのかということについて、まさに諸先生

方からご意見をいただき、我々としての枠組みをつくっていくという試みであろうと思っ

ております。 

 したがいまして、この夏休みの中でわざわざお集まりいただきまして議論をスタートす

るのは、ほかの審議会などと違いまして、こういうとあれですが、ある程度落ちどころが

ぼんやりとみえる中でスタートするのではなくて、どこへ行くかわからない中でスタート

するということでございますので、我々なりの仮説なり考え方を提示しますけれども、ぜ

ひそれぞれの角度から思い切った、あるいは大胆な、そして忌憚のないご意見をいただけ

ればと思う次第でございます。 

 Connected Industriesにおける共通商取引ルール検討小委員会ということで、やや長っ

たらしい名前でございまして、実は商務流通情報分科会の分科会長である、この委員会に

も名前を連ねていただいております村井先生にご相談に行ったら、これでいいけど少し略
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称をちゃんと考えろといわれて、とりあえずなのですがスマートコマース小委員会という

ことで略称を――これが略称になっているかどうか分からないですが、ということでやら

せていただこうと思っています。これも議論を経て違う結論が得られれば、それはそれで

ということでありまして、その意味では経産省らしいというか、経産省らしからぬという

か、非常にぼんやりしたスタートでございます。 

 ただ、問題の所在は非常に大きいし、これがこれからの我々のビジネス、そして生活に

深くかかわってくる問題であることは間違いないと思っております。まさにここでご議論

いただくことが今後５年、10年、経済の枠組みを作っていくような感じも私自身もってお

りますので、ぜひとも皆様方からさまざまな角度から、それぞれのご意見をお聞かせ願え

ればありがたいと思っております。その意味では事務局はなかなかついていけていないと

ころもあるのですけれども、いろいろ遠慮なくご注文をいっていただいて、こんなことを

調べてこい、こんなことを勉強すべきだというところでどんどん注文を出していただけれ

ばと思いますので、是非ともどうぞよろしくお願いします。 

 ということで、本日からスタートいたします。是非ともよろしくお願い申し上げます。 

 

○山本参事官  ありがとうございました。 

 では、スマートコマース小委員会の立ち上げに伴いまして、委員の皆様のご紹介を事務

局から申し上げたいと思います。画面上は２枚繰っていただきまして資料１をごらんくだ

さい。お名前のみご紹介させていただいてまいります。まず生貝直人様、梅澤拓様、翁百

合様、加毛明様、小塚荘一郎様、村井純様。なお、本日、村井委員は所用によりご欠席で

ございます。森亮二様、柳川範之様、唯根妙子様、以上でございます。よって、本日は委

員９名のうち８名にご出席を賜っております。定足数に達していることをご報告いたしま

す。 

 続きまして、座長の選定についてでございます。事務局といたしましては、座長として

柳川委員、副座長として小塚委員をご選出いただくことをご提案申し上げたいと存じま

す。皆様よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 では、大変恐縮でありますけれども、柳川委員に座長を、小塚委員に副座長をお引き受

けいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、大変恐縮ですが、柳川委員においては、こちらの座長席へのご移動をお願い

したいと存じます。 

 では、事務局からもう１点、議事の取り扱いについてでございます。資料２をごらんい

ただきたいと存じます。今回の小委員会につきましては原則公開ということで、配付資料

及び議事録とも公開したいと思っております。ただ、個別個別の事情に応じましてご相談

申し上げたいということで、そのような場合につきましては座長にご一任をいただく。そ
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のような運用とさせていただきたく存じます。このようなことでよろしゅうございますで

しょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

 では、事務局からは以上とさせていただきまして、ここからは座長に今後の進行をお願

いいたしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○柳川座長  それでは、座長ということで仰せつかりました柳川でございます。よろし

くお願いいたします。 

 先ほど審議官からもお話がありましたようにかなり幅広いテーマということでございま

して、プラットフォーマーといわれる者が登場してきて業界横断的なビジネスがいろいろ

起きてきている。こういう環境変化を踏まえて、大きくいえばイノベーション促進のため

の制度の見直しと、それから適切な商取引環境の整備、あり方ということを検討するのだ

と思いますけれども、細かいところはまたこれから皆さんのご議論を伺いながら考える。

そういう委員会と認識しておりますので、ぜひ忌憚のないご発言を頂戴したいと思ってお

ります。私は基本的に司会進行役ということで、できればそれで一番いいのではないかと

思っておりますので、ぜひ積極的なご発言をお願いいたします。 

 それでは、まず最初に事務局資料について、商務・サービスグループ制度改正準備室の

吉野様よりご説明をお願いいたします。 

 

○吉野課長  それでは、事務局からお手元の資料３、４、５です。こちらについて簡単

にご説明を申し上げようと思うのですが、資料５につきましては参考資料ということでフ

ァクトなどがさまざま並んでおりますので、こちらは議論の時間をなるべくとるという観

点から説明は割愛させていただきたいと考えております。議論の過程で見たくなるところ

がありましたら資料５の方は適宜ご参照の上、ご議論いただければ大変幸いでございま

す。 

 それでは、まず資料３のところでございますけれども、設立趣旨というようなところも

あろうかと思いますので、ちょっと簡単に説明を申し上げたいと思います。 

 資料３は２枚紙になっておりますが、１枚目のConnected Industries実現に向けた共通

商取引ルール等の制度見直しというところでございますが、皆様にとっては釈迦に説法の

ところがかなり含まれておろうかと思います。ただ、基本的に今後の議論を考えていく上

で幾つかポイントになろうかと思いますので、ちょっと簡単に触れさせていただきます

が、まず昨今の環境の変化というところでございます。 

 ３つほど状況変化を挙げさせていただいておりまして、１つがＩＣＴ技術の進展みたい

なところと、あとはプラットフォーマーの出現。このプラットフォーマーというのは業種

横断的なビジネスを行っている。このような環境変化があるということが１点目。２点
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目、イノベーションというところでございますけれども、イノベーションを創出したこと

に伴って、こうしたプラットフォーマーが中心になろうかと思いますが、多種多様な事業

展開、革新的なサービス提供。こういうものが発生してきているということ。３点目であ

りますけれども、利用者利益の保護ということでございますが、こちらも保護という既存

のものを守る発想だけではなくて、むしろ本来これから作られていくべきものの実現が阻

害されていくことも、ある種、逸失利益のようなところがあろうかと思いますので、利用

者の逸失利益みたいなところも考えていく必要があるのではないかということでございま

す。 

 これらの環境変化の中で、基本的な方向性としてオレンジ色の①と青色の②という部

分。検討の方向性を示させていただいているところですが、現在、事務局として考えてお

りますのは①のイノベーションの促進という考え方と、あとは②の社会的責任・公正の実

現を両立していくことが必要なのではないかと考えているところでございます。ある種イ

ノベーションの促進を重視した結果、社会的責任とか公正が損なわれるというのも本来あ

るべき姿ではないのではないかと思っておりますし、他方で社会的責任・公正の実現に余

りに重きを置き過ぎた結果、イノベーションが損なわれるようなことがあってはならない

ということでありまして、この２つの両立は非常に難しい課題というように我々も認識し

ておりますけれども、何とか両立する、バランスをどこでとるのかというところについ

て、議論の方向性を見出していけないかというのが事務局としての考え方でございます。

したがいまして、さまざまなご意見を委員の各般からいただければありがたいと思ってい

るところであります。 

 イノベーションの促進のところはつらつらと書いてありますが、基本的には１つの話と

して３番目の矢印のところです。①、②、③とありますが、①のような業法ごとの当局へ

の対応コストの縮減という話とか、あとはRegTechのようなものの導入とか、現在のビジ

ネス環境と合わない規制の見直しみたいなところをやっていく必要があるのではないかと

いうのがイノベーションの切り口の議論。 

 もう１つ、社会的責任・公正の議論につきましては、矢印の最初のところで申し上げれ

ば消費者保護、利用者保護というのも当然含まれると思っておりますけれども、消費者保

護、安全確保といったものを求めていくべきではないかということと、あとは参加者に対

する公正性の確保というのも求めていくことが必要なのではないかという論点提起でござ

います。 

 資料３の２枚目につきましては未来投資戦略2018、政府のある種の成長戦略ということ

でございまして、閣議決定された文書から抜いてきているものでございます。６月15日に

閣議決定されたものですが、その中でイノベーションの進展を踏まえた法制度の見直しと

いうところと、あとはプラットフォーム選択環境の整備と書かれているわけですが、この

２つの動きを受けているものだとご認識いただければありがたいと思っております。こち

らは参考資料でございます。 
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 続きまして、本日の本題でありますところの資料４「背景と問題意識」というのを、ま

ず事務局から提示させていただきたいと考えてございます。本日は第１回目の議論という

ことでございます。また後ほどスケジュールの話も今回の会議の後に出てこようかと思い

ますけれども、ある種本日、委員の方々の骨太の問題意識を是非ぶつけていただきたいと

考えているところでありまして、その意味で委員の方々のご意見をある種誘引できないか

と思いまして、「背景と問題意識」というペーパーを用意させていただいたところでござ

います。こちらのペーパーに書かれたことについてのコメントでももちろん大歓迎でござ

いますし、書かれていないようなことについてのコメントでも大歓迎でありますので、そ

こは是非、幅広なご議論、ご意見を頂戴できればありがたいと事務局としては考えている

ところでございます。 

 中身でございますが、１ページ目にお進みください。業種横断的ビジネスの出現という

ものでございます。ここでは下の図の方をみていただきたいのですが、真ん中に携帯電

話、iPhoneのようなものが提示されているところですけれども、さまざまなアプリがいろ

いろな色で描かれていて若干目がチカチカするところがあるかもしれませんが、いろいろ

なサービスがアプリという形で提供されているということでございます。 

 これは右下の例のところに書かれておりますけれども、ＥＣモール、Electronic Comme

rceのモールです。こちらから決済機能等の分野に成長しているような企業の例。これが

典型的なプラットフォーマーの１つだと思いますし、もう１つはＳＮＳから決済機能に進

出してきているような企業がありまして、ある種横断的なビジネスというのが出てきてい

る。 

 上の方にワンストップで複数サービスを提供する場合において考えられる規制法の適用

関係という図がありますけれども、こういったiPhoneの中のアプリを活用することによっ

て、例えば左の方で申し上げれば旅行の手配とか、賃貸の仲介でありますとか、民泊の仲

介でありますとか、こういうものもございます。その他融資、後払いサービス、前払いサ

ービスなどの決済系の話に出てきている方々もいらっしゃるかと思いますし、それ以外の

分野として資産管理みたいな話です。資産運用みたいなところもありますし、このような

こともやっているところでありまして、ある種世界観としてプラットフォーマーは何なの

だという議論は後ほども出てきますし、そう簡単に結論が出るものだとも思わないですけ

れども、ある種ＥＣモールからスタートされた方々というのが、こちらに書かれているよ

うなさまざまな分野に進出しようとしている。そのときに当然それぞれの保護法益という

ものがあろうかと思いますけれども、規制法との関係をよく考えていく必要があるという

のが、ある種プラットフォーマーのような人たちが出現してきたことに伴って、どのよう

なことを考えていかなければいけないのかという１つの示唆になっているのではないかと

思っております。 

 ２ページ目にお進みください。事務局としての基本原則ということでございます。こち

らは先ほど資料３だったと思いますけれども説明したとおりのことでございまして、色ま
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でそろえてありますが、基本原則①のイノベーションの促進と、あと基本原則②の社会的

責任・公正の実現。これを両立していくことが方向性としてあるのではないかということ

で、論点提示をさせていただいているところでございます。こちらについても基本的なと

ころでございますし、若干抽象的過ぎるところもあるかもしれませんけれども、ちょっと

ご議論いただけるとありがたいと思っているところでございます。 

 続きまして、３ページ目以降でございますが、ここからが基本原則①、イノベーション

の促進というくだりでございます。 

 表紙を抜いていただいて、次の４ページ目でございます。こちらで先ほどご説明申し上

げたような新しい横断的なビジネスの展開というのが出てきている中で、そのメリットと

障壁みたいな話を提示させていただいているところでございます。利点といたしまして

は、ワンストップでのサービス提供による高い消費者の利便性の提供というのがあるのか

と。下のＡ社の事例というところで出ておりますが、プラットフォーム事業というところ

から旅行とか銀行とか証券、クレジットカードなど、さまざまなサービスを展開して１つ

の経済圏、別の表現でいうとよくエコシステムというような話がありますけれども、そう

いうエコシステムのようなものを構築されているところがある。これは消費者にとって悪

いことではないと、便利であるという意味では非常に良いということもあろうかと思って

おります。 

 それに加えまして下の矢印のところですけれども、同社が提供するマーケットプレイス

上での取引でありますとか、旅行サービスの代金をポイント化する。これは経済圏内、エ

コシステムの中でポイントを活用することが前提になっているわけですけれども、こうい

った新しいサービスというか、消費者利便性の提供のようなものがあろうかということで

ございます。 

 米印のところに後ほどの議論を先取りするような話でございますけれども、データ集約

性みたいな話とか、市場独占性みたいな話もありますので、そういった割り引いていかな

ければいけないところはあろうかと思いますが、ある種、消費者利便性の向上に貢献でき

るところは強調されてもいい論点なのかと思ってございます。 

 それ以外での阻害要因ということで３つほど提示させていただいておりますが、１つは

当局への対応コストみたいな話、２つ目は画一的・硬直的な規制手法、３つ目がビジネス

環境に合わない規制。こういった３つの阻害要因があるのかと考えているところでござい

ます。 

 下に事例がございます。こちらの事例でありますが、１つ目の矢印というのが、あるス

タートアップがいろいろな事業に参入しようとしたときにさまざまな審査を受ける。当局

にさまざまなご説明をしていかなければいけないような規制当局との調整コストの問題が

１つあるのかと考えてございます。２番目の矢印というのが上の2.のところに該当するも

のだと思いますが、規制の想定するリスクというものをテクノロジーを使って解決するこ

ともできる一方で、それに法律が追いついていないような面もあるのかと。特に書面みた
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いな話は昔から、ＩＴが議論された当初からある議論であると思いますけれども、そうい

った論点があるのではないか。最後は各業法で定められた規制というのが立法当時と大分

状況が、技術的な環境とか社会的な環境が変わってきているということで、このようなと

ころに課題があるのかなということでございます。ここは全体の整理ということでござい

ます。 

 具体的なところで５ページ目。それぞれについて幾つか例示を挙げさせていただこうと

思っているのですが、まず５ページ目は当局への対応コストの縮減というところでござい

まして、１つの事例として下に表を掲げさせていただいているところでございます。例え

ば共通の審査事項があるにもかかわらず、いろいろなところで同じような審査を受けるの

は、ある種対応コストを非常に増やしていることだと思いますし、技術革新に必要なスピ

ードをそいでしまっている面もあるのかと思っておりますし、例えばコンプライアンス体

制の整備について、いろいろなところでコンプライアンスの体制を整備しなければいけな

い。なおかつ、それが少し違っているような側面もあるのかと思ってございます。あとは

反社会的勢力の排除。これ自身はやっていかなければいけないのですが、共通の審査事項

としてもうちょっと簡略化するようなことができる論点があるのではないかということで

ございます。 

 したがって、ここで論点として挙げさせていただいておりますのは、太線で書いてあり

ますけれども縦割りでの事業者の登録手続（ライセンスの取得）。こういうものについて

の合理化ができないか。そのために共通項目です。消費者保護、利用者保護みたいなもの

も入りますけれども、あとは財務健全性。すぐに相手の取引事業者がいなくなっては困る

わけですので、財務健全性みたいな話と商取引の秩序、情報の管理などについて、各業法

の適用の工夫ができないのかということでございます。 

 ６ページ目にお進みください。これがRegTechというところでございまして、ある種規

制を取り巻く技術環境がＩＴによって大分変わってきているところがあるのではないかと

思ってございまして、特に海外ではレギュレーションにも技術というのを活用して、より

実効性があるのだけれどもコストが低いような体系が導入できるのではないかという議論

があろうかと思います。 

 例えば事例のところをご覧いただくと、ＩＣＴ技術の活用によって規制対応の効率化・

精緻化が実現できる可能性がある例ということでありますが、こちらで割賦販売法の事例

をちょっと取り上げさせていただいておりますが、現行の規制においては年収、預貯金、

クレジット債務の支払状況、金銭の借入状況等の法定された項目を調査した上で利用者の

信用能力調査を行うべきこととされているところ、例えばフリーランスで仕事をしている

ような方についての信用能力評価をするに際して年収に限らない収入データや仕事の受注

実績、クライアント企業からの評価や、その方が保有している資格やスキルを基礎とした

評価に基づくスコアリングモデルを考える可能性もあるのでないかという論点もあるわけ

でございます。 したがいまして、論点といたしましてはリードのところに戻りますが、



9 
 

イノベーションの促進のためにRegTechの観点から合理化できる規制や監督手法はない

か。この点についてもご議論いただけるとありがたいと思ってございます。 

 ７ページ目にお進みください。現在のビジネス環境に照らした合理的な見直しというと

ころでございますが、まず下の事例というところをご覧いただきたいのですが、具体的な

事業モデルを前提にすると過重な規制を課する結果となっている可能性がある例。若干回

りくどい言い方をしておりますけれども、技術の進展に伴って大分規制環境が変わってき

ているのではないかということでございます。 

 これまた弊省の法律で恐縮ですけれども、割賦販売法の議論として書面交付による情報

提供というのがございます。他方で書面というのは、当然ＩＣＴが今のように普及する以

前においては重要な手段かと思うのですけれども、最近はモバイル端末を使うとか、その

ようなやり方によって、電磁的方法によってもかなり広範に取引が行われているというこ

とでございますので、そういう電磁的方法による情報提供のほうがスピーディーであっ

て、かつ実効性がある可能性があるということでございますので、ある種書面みたいなも

のを相変わらず偏重していていいのかみたいな議論があろうかと思います。 

 問題の本質としては、やはり技術の前提というのが昔と今では違うところがあろうかと

思いますので、論点としてはリードのところでございますけれどもＩＣＴの進展によって

ビジネス環境が変化した。それに伴いまして立法の基礎となった事実関係が現時点では妥

当しないような場合があるのではないか。であるのであれば、現状に照らした規制の合理

化のようなことが必要になってくるのではないかというのが論点でございます。 

 続きまして、８ページ目にお進みください。基本原則②の社会的責任・公正の実現とい

うところでございます。 

 ９ページ目にちょっとお進みいただきますとチャートのようなものがございまして、新

しく状況変化としてプラットフォーマーという方々が出てこられたというのがあろうかと

思っております。新しい取引形態ということでありますので、これにどうアプローチをし

ていくのか。そう簡単に結論が出るものではないかもしれませんけれども、我々が現在直

面している大きな課題だと認識しております。 

 何が今までと違うのかというのを下の三角になっているチャートで簡単にご説明申し上

げますと、プラットフォーマーという事業者がおりまして、その下にサービスの利用者と

いうのとサービスの提供者。左側が消費者、右側が生産者といいますか、事業者になって

いることが考えられるのかなと。なおかつ、私、今事業者と申し上げましたけれども、サ

ービス提供者が必ずしも事業者ではない。いわゆる個人である。ＣtoＣ取引のような個人

であることも当然想定されるわけでありまして、この場合それぞれのサービスの利用者と

サービスの提供者というのが、プラットフォーマーとの関係ではプラットフォーム利用契

約という一定の契約を締結する一方で、そのプラットフォームに乗って取引が成立した暁

には、サービスの利用契約のようなもので実際の財・サービスの供与が行われていく。こ

ういう形になっているわけでございまして、他方でプラットフォーマーの上で行われた取
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引でありますので、データについてはプラットフォーマーのところに集まっていくという

のが現状ある世界なのかと思ってございます。 

 プラットフォームの機能については下の方に書かれているところでありまして、プラッ

トフォームが情報収集能力を補助してくれるとか、需要者サイドと供給者サイドの両方か

ら情報収集能力を補完してくれるところは非常に大きな機能なのかと思っておりまして、

なおかつ、かなり自動的にできることもあろうかと思いますので最初の矢印のところに書

かれていますとおり、プラットフォームなしでは成立しなかった商取引というのが成立す

るようになってきている。特に典型的で顕著であるのがＣtoＣ取引の成立ということなの

かと思ってございます。ある種利用契約というものとデータの収集というのが、プラット

フォーマーの１つの特徴ということになろうかと思ってございます。 

 他方でこの場合、特にＣtoＣ市場の成立に伴いまして法律面での考え方を整理する必要

があるのかと思ってございますが、まず最初に需要者サイドの、例えば消費者とか利用者

というものでございますが、これの保護をどう行っていくかというのが１つのポイントに

なってくるのかなと。従来的な整理ですと、後ほど出てまいりますがプラットフォーマー

がサービス利用契約というか、需要者と供給者の間の商取引の契約について責任をもつよ

うな体系には、必ずしもなっていないというのが現状だと理解してございまして、確かに

そうせざるを得ない理屈も当然あろうかと思いますけれども、とはいえ、その中で消費者

保護みたいなことを図っていく必要があるというのが１つの論点かと思ってございます。

次に供給者サイド。これは事業者のケースもあるわけでございますけれども、そういった

方々と利用者とかプラットフォーマーとの関係をどのように整理していくのかというの

も、１つ課題として残っているのかと思っております。 

 したがいまして、そういったもの全体を包摂するような共通商取引ルールをどうするの

かというところが、１つ論点としてあるのではないかと思ってございます。論点としては

リードのところにございますとおり、これまで成立しなかったような商取引が生まれてい

る中で、共通の商取引ルールのあり方を検討すべきではないかというのが１つの論点でご

ざいます。共通の商取引ルールをどうしていくのか。具体的に行政的にどういう手法でや

っていくのかについては、さまざまなやり方があるのではないかと思ってございまして、

それも行わなければいけない必要性みたいなところとの関数なのかと思っておりますの

で、このあたりもちょっと議論をさせていただければありがたいと思ってございます。 

 続きまして、10ページ目でございます。プラットフォーマーの定義。一体プラットフォ

ーマーとは何かというところでございますけれども、とりあえず本日の議論のために事務

局として整理しておりますプラットフォームの概念というものは、要素というところにあ

る①、②、③ということなのかと思ってございます。ある種先ほどのペーパーにも関係し

ますが、財・サービスの供給側と需要側の両面につながりをもっている。それで直接また

は間接に利用者相互の取引の成立に寄与しているというのが１つ目の条件でありまして、

２つ目の条件といたしまして、片側の顧客の数というのが反対の顧客へのサービスの質に
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影響する。間接ネットワーク効果というようなところもあるのかと思ってございます。最

後に、成立した商取引に係る情報を取得して管理しているようなところでございます。 

 分類例としては、下の方にマッチング型、メディア型、ソフトウェア型、決済手段型、

情報共有型などいろいろな分類があろうかと思いますが、こういう捉え方で本当にプラッ

トフォーマーを捉えていくのが良いのかどうかについても、ご意見をいただけるとありが

たいと思っているところでございます。 

 続きまして、11ページ目でございます。こちらについてはプラットフォーム型ビジネス

において求められている規律ということでございまして、ある種先ほどの三角形になって

いるプラットフォーマーとサービスの需要者とサービスの供給者。この間の三者関係をど

のように仕切っていくのが望ましいのかを図示したものでございまして、論点といたしま

しては２つほどリードのところに掲げておりますけれども、財・サービスの供給者が個人

になることに伴いまして、規制で手当てされていたリスクが需要家、消費者に転嫁される

ことにならないかというのが１つの論点でありまして、もう１つの論点といたしましてデ

ータの集積性とか市場支配性という政策。これで消費者保護以外に何か必要なルールがあ

るかというのが２つ目の論点と考えてございます。 

 12ページ目でございますが、こちらは判例でございまして、先ほどもちょっと触れさせ

ていただきましたがプラットフォーム型ビジネスにおける消費者保護の必要性ということ

でございまして、これにつきましてはヤフオク事件判決というのが下にございまして、場

合によりましてはというか、確実にそうなのですが、私よりも各般の委員の先生の方々の

方がお詳しい世界ではないかと思います。 

 ポイントといたしましては、この裁判において総論、各論というように書いてございま

すが、例えば総論のところで欠陥のないシステムを構築してサービスを提供する義務。こ

の義務についてはヤフーオークション、プラットフォーマーに責任があるということなの

ではないかという一方で、もう少し下の方に行きまして各論の③のところです。利用者に

出品者情報を、提供・開示した上で匿名性を排除することで詐欺被害を防止するような義

務。こちらについては否定をされたということでございまして、さらに④のところの確実

に詐欺を回避するようなエスクローサービスみたいな話を義務づけることについても否定

された。最後、⑤のところですけれども十分な補償制度を導入する義務とか、こちらにつ

いても否定されているということでありまして、ある種一部システムをちゃんとしなけれ

ばいけないとか、注意喚起を行うところについては責任が認定されたものの、それ以外の

本質的な消費者保護みたいなところについては否定をされているような事例がございま

す。他方で本当にこのような民事責任について判決が出た平成20年というのと、平成30

年、10年後の現在、直面しているわけでありまして、この10年間の違いというのが本当に

あるのか、ないのかについても非常に大きな論点なのかと思ってございます。 

 続きまして、13ページ目、こちらは具体例ということでございますが、今まではプラッ

トフォーマーと消費者とサービス供給者の三者の関係だったということでございますけれ
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ども、特にここに中間事業者、間に入ってくるような事業者の方々というのもまた当然想

定されるわけでございまして、そういった中間的に間に入っている事業者の方々につい

て、どう対応していくのが正しい絵姿なのかというような論点も具体的にはあろうかと思

っているところでございます。 

 すみません、ちょっとばらばらとして骨太なものすごい抽象度の高いところから、もの

すごい具体的なところまでさまざまな論点があろうかと思いますけれども、どのレベルで

も構いませんので、ぜひ本日、第１回目ということでございますので、広範なご意見を頂

戴できれはありがたいと思っているところでございます。 

 事務局からの資料３、４、５の説明については以上でございます。 

 

○柳川座長  それでは、今お話がありましたようにご自由にということですので、いろ

いろなレベルのご発言があろうかと思いますけれども、大きいことから小さいことまでど

うぞご自由に、時間はたっぷりありますのでご発言いただければと思います。どなたから

でもいかがでしょうか。では、森委員、どうぞ。 

 

○森委員  ご説明ありがとうございました。大変分かりやすく整理をしていただいたと

思います。 

 最初だから何でもということなのでちょっと引いた話をさせていただきますと、一番わ

かりやすいのは資料４の１枚目かもしれませんけれども、左側、旅行手配、賃貸仲介、民

泊仲介。右側、資産管理、資産運用、保険サービスという感じなので、やはり前提として

マッチング型のプラットフォームを念頭に置かれていると思うのですけれども、その後も

割とそうだと思うのですが、例えばＧＡＦＡというときのＧとＦです。Ａ以外は基本的な

ビジネスはそうでないと思うのです。ＧもＦも、Facebookの場合は売り上げの97％ぐらい

が広告だといわれていますし、Googleの場合もたしか90％ぐらいだったのではないかと思

いますし、半分ぐらいが検索の広告だというように、すみません、もしかしたら正確でな

いかもしれませんけれども、そのように聞いたことがあります。ですので、そういったも

のもプラットフォームの代表であることは間違いがないと思いますので、ＥＣではない、

マッチングプラットフォームではないプラットフォームがどういう原理で動いているのか

ということも、もしかしたら課題にしていただいたほうが良いのかなと思いました。 

 以上です。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。重要なご指摘だと思うので、ぜひその辺のところ

も含めて少し議論ができればと思いますが、そのほかいかがでしょうか。では、小塚委

員、どうぞ。 

 

○小塚委員  小塚でございます。今ご説明いただいたイノベーションの促進と社会的責
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任・公正の実現を二本柱とするという考え方です。私は基本的に賛成でありまして、大き

くいえばこういう話だろうと思います。時々両者が対立するといわれたり、対立するよう

にみえたりすることがあるのですけれども、私はそうではないと思っていまして。という

のは、結局ユーザーに対して責任がとれない、フェアネスがないようなサービスであって

は社会に受け入れられない。そういう意味でいうと、アイデアが幾らよくても社会にイノ

ベーションとして根づいていかないという意味で、むしろ結果的にはイノベーションを抑

圧する方向に働きますし、逆に消費者など利用者の利益というのは個別の取引における個

別の人の利益というだけではなくて、世の中が便利になって選択肢がふえて今までできな

かったことができるようになる。これも大きな消費者の利益だと思いますので、そういう

意味でいいますとイノベーションが促進されることもまた社会的公正の一部であるという

ことで、私はここは必ずしも対立的に捉えるべきではなく、むしろ相互補完的なものだと

思っています。 

 その上で、それでは政策的に、あるいは私も一応法律がバックグラウンドなので、法律

的にどういうことが必要なのか考えてみますと、本日最初に審議官が、あるいは吉野課長

のご説明で、プラットフォームは何かよくわからないということをおっしゃったのです

が、ここが大事なところだと思うのです。要するに何かよくわからない。今までの枠には

まらないものが出てきたときに、その者が行っていることに応じた相応の責任なり公正を

実現していただくのが大事なことであって、実際にそのプラットフォームがやっていない

ことについて責任を課してしまうと、いわば過剰な負担になってイノベーションを抑制す

る可能性がありますし、逆にやっていることについて責任がとられていないことになりま

すと、これはフェアではない結論が生じるということではないかと思います。 

 本日ここに来るまでに私が考えてきたのは、具体的なモデルとして１つ参考になりそう

なのがプロバイダ責任です。プロバイダ責任についてはプロバイダ責任制限法というもの

がもう十何年、日本でも運用されていますが、結局プロバイダ自身はコンテンツを出す人

ではありません。したがって、名誉毀損とか知的財産権侵害について主体として責任を負

うベき立場ではありませんという考え方が前提にありまして、しかし、それによって利益

を害される人もいるので、例えばコンテンツを発信したのが誰かという情報は一定の要件

のもとで開示しましょうとか、取り下げの要請が出て、特に反論も出ていないにもかかわ

らず放置していたら、それはプロバイダに責任があり得ますというような形で、プロバイ

ダのやっていることにふさわしい責任はとっていただく。そういう制度だと思うのです。

プロバイダ責任制限法については、もちろん個別の制度として今のあり方がベストかとい

う論点はあると思いますが、今基本的な考え方としては、そういう意味では何かプロ責法

に倣ってプラ責法をつくるというと言葉遊びをしているようですけれども、プラットフォ

ーム事業者の固有のといいますか、それにふさわしい責任のあり方というものを考えてい

って最終的には、場合によっては制度化ということもあり得るかなと考えてまいりまし

た。 



14 
 

 とりあえず以上です。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。少し順番にご発言を聞いたほうがいいと思いま

す。どうぞ。 

 

○唯根委員  日本消費者協会の唯根です。消費者側というか、とにかくトラブルに巻き

込まれてしまっている側からの意見としてプラットフォーマーの定義づけというのがよく

わからない。利用者としてＥＣモールから通販を利用するのは大分なれてきて、それから

システムもある程度わかるので、自分で買い物をしたり、自分でどういう支払い手段を選

んだりというようなことで体験的にある程度プラットフォーマーの存在は理解しやすいの

ですが、今はやっているのはスマホやタブレットでアプリをダウンロードして、ゲームを

やったり占いをやったり、いろいろサービスを利用して課金をされるときに、プラットフ

ォーマーの存在を意識できず、どこの誰に利用料金を払うのかがわかりにくくて、消費者

がトラブルに巻き込まれたときに私たち相談される側は、どこに原因があるのかが分から

なくて救済しようがないというか、仕組みも事業者の関わり方も複雑でなかなか難しいと

いうのが現実的に起きていて、こういうときにプラットフォーマーと呼ばれるのは誰なの

だというところがわからない。今回まずは、プラットフォーマーの定義づけというのをど

のように、消費者でもわかりやすく分類していただけるのか、定義づけをしていただける

のか、ネットの世界のみえる化というのか、誰にもわかりやすくなってほしいということ

で、この委員会に参加させていただけたことを光栄と思っています。 

 以上です。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。それでは、加毛委員。 

 

○加毛委員  順番に発言するようですので、幾つか申し上げたいことがございます。ま

ず、基本原則①と基本原則②の関係につきまして、両者が重要だということ、そして両者

は必ずしも背反するものではないという小塚先生のご指摘は、そのとおりであると思いま

す。またここで書かれていることは、抽象論として反対しがたいところであり、この限度

であれば合意を達成できるのだろうと思います。 

 その上で、小塚先生がおっしゃったプラットフォーマー固有の話というところに引きつ

けて申し上げると、基本原則②の２つ目にある公正の確保というのが非常に重要な視点で

あろうと思っています。公正の確保ということで、既になされているレーティングの在り

方などを含め、重要な問題になるだろうと思いました。 

 また、森先生がおっしゃったことに私も賛成でして、いわゆる取引を仲介するタイプの

プラットフォーマーや取引の仲介とあわせて決済手段を提供するタイプのプラットフォー

マーと、メディア型と呼ばれるタイプのプラットフォーマーとでは、具体的な規制を考え
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ていく上で、区別すべき問題があるだろうと思います。 

 その上で、この小委員会において広くプラットフォーマーというものを捉えて、さまざ

まなものがあり、それぞれに異なる問題があるのだという形で議論をまとめるのか、そう

ではなく本日の資料のように、いわゆる取引仲介型にフォーカスして、既に存在する具体

的な業法等の問題点などをあぶり出していくような方法をとるのかが、ある程度みえてい

ると、今後の議論は進めやすいだろうと思います。以下に申し上げる事柄は、以上の意味

でいえば、取引仲介型、あるいは取引仲介型＋決済提供型に関連するものとなります。 

 まず、資料４の４ページにおきまして、２つの利点が示されています。それぞれについ

て、考えるべき問題があると思います。第１に、１つの経済圏・エコシステムを構築する

タイプのプラットフォーマーを取り上げるとしますと、競争政策的な観点が、法的には一

番大きな問題になるだろうと思います。競争政策の問題は、消費者の利益にもつながるわ

けですので、それが重要なポイントだろうと考えています。 

 次に、２つ目の矢印につきまして、別の省庁でしている仕事との関係でかねてから気に

なっているのが、ポイントという決済手段が相当に社会に浸透しているという現状です。

ポイントはもともと「おまけ」のようなものとして捉えられており、資金決済法の制定時

には、規制の対象外とされました。しかし、その当時と現在では、状況が大きく変わって

おりまして、広く普及しているポイントについて、そのシステムを安定させるという視点

は重要であろうと思っています。 

 次に、本日の資料を拝見して、プラットフォーマー固有の問題とそうでない問題が混在

しているのではないかとの印象を受けました。まず、当局への対応コスト・規制遵守コス

トの問題は、プラットフォーマーに限らず、イノベーティブな企業について広く問題とな

るように思います。そのうえで、４ページで指摘されている、異なる規制について共通す

る事項が存在する場合に、省庁ごとに別々の書面を提出しなければならないことがコスト

増をもたらすというのはおっしゃるとおりだと思います。難しいかもしれませんが、省庁

間の足並みをそろえるなどの対応が必要になるだろうと思います。 

 もっとも、規制遵守コストの削減については、イノベーション促進という観点から、も

う一歩踏み込んだ対応も考えられます。具体的にはスタートアップ企業などが、規制当局

に対して、レギュレーションに関するアドバイスを求める場合に、規制当局の側が適切

な、親身になった、情報提供・助言を行うということが考えられてよいのではないかと思

います。 

 金融の分野に限って特にイギリスなどの政策をみていると、このあたりについて政府を

挙げた取り組みがなされているところであり、それが多くのベンチャー企業を引きつける

機能を担っているという評価もあるところです。そのような観点から、さらに踏み込んだ

検討があってもよいのではないかと思います。 

 続いて、RegTechにつきましてですが、資料６ページに書かれている、従前、一定の定

型的な項目を基準として規制を行っていたところ、様々な情報を利用できるようになった
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ので、規制目的との関係で内実のある精緻化された規制に刷新すべきであるというご指摘

には、共感を覚えます。 

 そのうえで、今しがた申し上げたところと関係致しますが、規制遵守コストが特にスタ

ートアップ企業にとって負担になっているとしますと、ここで書かれているスーパーバイ

ザリーテクノロジーに関連して、さまざまな規制のルールをマシン・リーダブルにして、

報告書などの作成コストを低減することが、重要な点になるのではないかと思います。 

 続きまして、これもプラットフォーマーに限らない問題であるわけですけれども、現在

のビジネス環境に照らした合理的な規制の見直しは必要だろうと思います。ただ資料７ペ

ージで挙げられているのは、やや小さな問題ではないかという気が致しまして、より深刻

な問題がたくさんあるように思います。特に決済や貸付などの金融サービスにつきまして

相対的に重い規制があるわけですけれども、それらについて考えていくことも必要になる

のではないかと考えています。 

 基本原則②につきましても様々な問題があり、法律家としてはヤフオク事件判決などに

も興味がございますが、少し発言が長くなってしまいましたので、ここまでということに

させていただければと存じます。 

 

○柳川座長  また後でもう一回、お話しいただきたい。では、どうぞ、翁委員。 

 

○翁委員  プラットフォーマーの定義が10ページに載っているのですが、これからどん

な事業者もプラットフォーマーになっていく可能性はあるのではないかなと思っていま

す。オープンＡＰＩでどんどんつながっていく世界になっていくと、例えば銀行業でもプ

ラットフォーマーになる可能性はあると思いますし、実際にチャレンジャーバンクみたい

な、イギリスやドイツでプラットフォーマーとして機能したりというような銀行もフィン

テック企業で出てきていることもあります。ですので、プラットフォーマーはどういうも

のだとあらかじめ定義するのはとても難しくて、またビジネスモデルの予想というのもな

かなか、これからもどんどん変わっていくでしょうし、予想はなかなか難しいかなと。10

年後のプラットフォーマーはどんなものだろうというのはなかなかわからないですけれど

も、イノベーションという観点では割とビジネスモデルとか、エコシステムといったもの

が自由に選択できるようなことを担保しておくことは１つ重要かなと思います。 

 それからどのように規律を入れていくかということで、金融の分野とかではアクティビ

ティベースの規制の議論がシンガポールの決済でありまして、参入は機能でくくるという

形で、それである程度の機能でくくりながら、だけれどもいろいろなことをやる可能性が

あるので、そこについていろいろなアクティビティごとに、行動するときにはこういう規

律に従ってもらうような、考え方が１つのやり方としてはあるかなと思います。ただ、金

融の中での議論なので、そういう機能を横に広げていくことが可能なのかというのは、ち

ょっと頭の体操でやっていく必要があるかなと思います。 



17 
 

 それから本日のご説明ではなかったですが、やはりデータビジネスですので消費者保護

とか消費者の、利用者の安心を確保する意味では情報漏えいとか、セキュリティをどのよ

うに担保するかということが基本的にとても気になるところでして、そこはどのような規

律にしていくのか、どういう義務づけにしていくのかということは当然の論点になると思

うのですけれども、そういう点も議論していく必要があると思いますし、同時に重要なの

は、こういったプラットフォーマーなどが利用者に必要な情報を提供することがとても重

要になってくるので、どこまでやれば十分なのかというような議論が必要になってくるか

なと思います。 

 また、ここでの議論ではないかと思うのですけれども、ネットワーク効果が大きいとい

うのがプラットフォーマーの大きな特徴でございますので、やはり競争法上の問題という

ところは大きいと思います。このワーキングで論点とするのかということはわからないで

すが、当然考えていかなければならない重要な視点だと思っております。 

 それから１ページの一番最初の絵でお示しいただいているようにアプリ１つをみても、

もうありとあらゆる業法が重なってくるということなので、恐らくここでの議論というの

は横断的に政府全体として検討していくような方向に進めていただきたいと思いますし、

今までの規制改革の進め方というのはめちゃくちゃミクロで、一つ一つの規制の改革をや

っていくという手法で規制改革会議とか議論してきているのですけれども、ちょっとそう

いうアプローチでは足りない部分が出てきているということだと思うので、幅広く横断的

に規制を見直していくという視点で、政府全体の規制改革に取り組むことが必要になって

いるのかなという印象があります。 

 あと技術革新がすごく進んできているので、テクノロジーの進展でいろいろな取引の履

行とかできる分野がすごくふえてきていて、ここでもご指摘いただいているのですけれど

も規制で全てを担保するだけでなく、いろいろな技術革新で担保できる部分が広がってき

ているかを考えながら、ルールを考えていくことがとても重要ではないかと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。では、何かそういうあれではないですが、順番に

来ているので。 

 

○梅澤委員  では、順番にということで梅澤です。私は主に金融機関側の視点で仕事を

しておりますが、規制のあり方については日々ストレスがたまる状況にあります。なぜこ

のような硬直的な規制や前時代的な規制がまだ残っているのか、RegTechを使ってしまえ

ば解決するのではないかということを日々考えながら、仕事をしております。 

 ３点ほど申し上げます。まず最初に、プラットフォーマーの定義についてですが、非常

に定義をするのが難しいなと思っているところでございます。欧州委員会のほうでもプラ
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ットフォーマーについての定義をしようと試みたところ、うまくいかないということもあ

って、今春の欧州委員会のプロポーザルの中では仲介型プラットフォーマーについてのみ

定義を置いてみようという流れになったとの状況であると理解しております。この委員会

において、仲介型を中心に議論していくのかについては、皆さん方にぜひご議論いただき

たいと思いますが、ひとまずプラットフォーマーの中でも非常に重要な地位を占める可能

性のある仲介型を、まずは念頭に置いて議論をするのも良いのではないかと個人的には感

じております。 

 もう１点は、翁先生がいわれましたように、「全てがプラットフォーマーになる」可能

性が今後はあるだろうという点です。欧州委員会のデータではございますけれども、今の

ところデジタルコマースの中で民間の約60％近くの需要が既にプラットフォーマー化して

いるとのデータがあります。いずれは金融、銀行すら全てプラットフォームになってしま

うかもしれないという大きな流れにあります。 

 この流れは「アンバンドリング」と「リバンドリング」という言葉で説明されていま

す。アンバンドリングというのは規制の分解であって、リバンドリングというのは結びつ

け直す、再結合ということだと思うのですけれども、「リバンドリング」が非常に重要と

思います。規制を分解というのは、単一の機能だけ取り出してビジネスを提供しましょう

という話ですが、リバンドリングは他の業態と結びつけることによって生まれる価値があ

る。それが今後の競争力の源泉になり得るということです。金融業界だけ、金融庁だけで

議論したとしてもうまくいかない話であって、「金融」と「非金融」を結び直すことによ

って何が生まれてくるのかというのを今後は注意すべきといえます。これは、オール政府

でみていかないとうまくいかない部分なのかなと思いますし、リバンドリングについての

考え方というのを、横断的な業態のあり方というのを、まさにプラットフォームという横

軸を入れながら議論するのは非常に有益なのかなと思いました。 

 もう一つは、これは最初に申し上げた日々ストレスをためているという話でございます

けれども、RegTechについては、今この中でも非常に有用だといわれているものは、例え

ばＫＹＣ、本人確認、取引時確認の部分でございます。既に各国で、例えばドイツでも異

業種間での横断的な共通のｅ-identificationのためのVerimiというサービスなどがござ

いますが、プラットフォームのようなものができつつある状況にあります。ＫＹＣの延長

上ではございますけれども、反マネーロンダリング、CFT（テロ資金供与対策）といった

文脈では、例えばfenergoのような共通のプラットフォームがあります。これに参加して

いる金融機関であれば、そのプラットフォームのあり方について検討してみましょうとい

う流れになると思います。利用しているプラットフォーム自体に問題がなければ、superv

iseする官公庁も個別に審査する必要はないのではないのというところまでもっていけれ

ば、業界全体として非常にコストが安くなり、効率化を達成することできると思います。

このようなRegTechというのが今後発展し、RegTechによって不要となる規制というのも、

今後は出てくるのではないかと思うわけです。RegTechについては今まさにオール政府で
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取り組んでいこうという話でございますけれども、今回のスマートコマース小委員会の中

では、前向きな方向で議論をさせていただきたいと思っています。 

 

○柳川座長  どうぞ。 

 

○生貝委員  生貝直人と申します。情報データにかかわる法政策を国際比較の観点から

研究している者なのですけれども、最初ということで少し個人的に、こういったテーマを

考える上で重要だと考えている点を２点だけ申し上げさせていただきます。 

 まず１つは、まさにプラットフォームに関する規制の枠組みを全体としてつくり直して

いこうといったときに、既存の法体系をどのように変えていくかといったことと同時に、

特にプラットフォームにかかわる分野というのはまさにテクノロジーのど真ん中であり、

なかなか法律で詳細なところまで決めてしまうことが非常に難しい性質が特に高いといっ

たときに、どうしてもソフトローといいますか、民の側で自主的なルールを積極的につく

っていただくような状況。インセンティブづくりをいかにうまくやれた国が規制環境とし

ても非常に強い競争力をもつようになるといいましたときに、ただ、今までの自主規制と

いいますと、いわゆる団体行政といいますか、国内の業界団体でしっかりと、そういった

ルールを金融にせよ、インターネットにせよつくっていただくという比較的固定した方法

論がありましたところ、特に今プラットフォームによって業界の単位自体が融解してい

く。特に外国の事業者様たちにどのように参加していただくかというところを含めて、例

えばヨーロッパですと、まず１つは解決すべき問題を明確に設定した上で、その解決がソ

フトローで自主的な対応でうまくいかなければ、例えば１年後に明確に法規制を行うとい

うことを示す。それは当然域外適用も前提として議論するといったような、およそ三点セ

ットで考えることが非常に多いのですけれども、プラットフォームエコノミーにおける、

まさに官民共同の新しいルールのあり方といったことを、ハードローの部分とあわせて常

に考えていく必要があろうといったことがまず１つでございます。 

 こちらも個人的に特に重要なテーマだと思っておりますところで、配付資料３の２ペー

ジで未来投資戦略2018をお書きいただいたところでございますけれども、こちらの中で触

れていらっしゃいます、特に２番目の中にあるデータポータビリティやＡＰＩ開放という

側面は、やはりデータが中心になる時代の、特にこの産業が接続していくコネクテッドイ

ンダストリーというところで非常に重要な広い意味での概念だと考えておりまして、例え

ば今プラットフォームの世界で非常に広くデータを集めている、そして活動している方々

というのは自分自身で非常に巨大なユーザーベースをもともともっていたり、あるいは非

常に多分野のビジネスをやっていたりといった形で膨大なデータを新しいビジネスに生か

していくといったことを、今さまざまな、特にこれからはＩｏＴコネクテッドカーでも、

あるいは家電でも、全てデータに基づいて動くようになっていく産業といったものが、デ

ータというものをしっかりと移動できる。あるいは何かしらの形で、特にパーソナルデー
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タにかかわるもの、本人の意思を反映する形で集約できるようにしていく仕組みといった

こと。データポータビリティといいますのは、１つはプラットフォーム間のスイッチング

コストの低減、競争の促進といったところがございますけれども、もう片方では本人がさ

まざまなプラットフォームにあるデータというものをしっかりと自分の意思で名寄せし

て、それに基づく新しいサービスを実現していくといったような、ある種のコモンデータ

プールとしての基盤という側面が非常に強いところだと思います。 

 ご承知のとおりヨーロッパのほうでは、いわゆるＧＤＰＲのデータポータビリティ、あ

るいは消費者保護観点、競争政策的な観点、ビジネスデータのポータビリティというとこ

ろに取り組んでおり、そしてアメリカのほうでも、ちょうど数日前にGoogle、Facebook、

Microsoft、Twitter、４社のデータトランスファープロジェクトということで、４社に出

しているデータというものを、ちゃんと共有する形でプライバシーを守りながら使ってい

こうというプロジェクトが始まったところ、まさにデータ同士をつなげていくためのポー

タビリティ、産業をつなげていくためのポータビリティという側面も、どこかで議論でき

ると価値があることかなと考えている次第でございます。 

 手短ですが以上でございます。 

 

○柳川座長  いろいろお出しいただきましたけれども、二巡で終わらなくてもいいの

で、ちょっとだけ皆さんのご意見を踏まえて多少交通整理をさせていただくと、１つはプ

ラットフォームの定義をどうするのか。あるいは、ここで考える問題のフィールドをどう

するのかというご意見が随分多かったのではないかと思います。これは僕が決めているわ

けではないですけれども、先ほど冒頭にご挨拶いただいた話からも推定するに、そこは余

り特定なところに決めてしまうわけではなくて少し幅広に考えていただいて、皆さんでご

議論。先ほどの競争政策の話だとか、あるいはほかの金融分野の規制の話とか、いろいろ

なところにひっかかってくるのですけれども、この分野ではないとか、ここは研究会の対

象ではないというように余り排除していくと、結局何も残らなかったみたいになってしま

うので、そこは余り気にせずに少し議論していただいて、最終的にどこかで何かまとめた

り提言するときには、恐らくどこかにフォーカスを当てることになるのだと思うのですけ

れども、周辺領域とかぶるか、かぶらないかは余り気にしなくてもいいのではないかと個

人的には思っています。また後で事務局からご意見があったら追加でお出しいただければ

と思います。 

 その上でプラットフォームにどういうフォーカスをするのか。先ほどお話があったよう

な、いわゆるマーケットプレイス型の話と、それからメディア型という話と随分違うので

はないかということで、どっちにフォーカスを当てるのか。あるいはそもそも全てがある

意味でプラットフォームビジネスなり、プラットフォームになってしまうのではないとい

うような議論もあって、このあたりはなかなか難しいですけれども今お話を伺っている限

りは、これがザ・プラットフォームですという定義をここでみんなで合意して、そこから
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スタートさせるのはちょっと難しいのかなと思っています。 

 大事なところは先ほど生貝さんからお話があったＥＵの取り組みみたいなところにちょ

っと近くて、解決すべき問題は何かとか、課題でもっているのは何か。とりあえずなぜプ

ラットフォームの議論をするのか、なぜプラットフォームの定義を考えようとしているの

かということを振り返ってみると、何か問題だったり課題があったり、あるいはこれから

よくしていきたい何かポイントがあって、また事象があってということだと思うのです。

どっちかというと事象のほうに、あるいは問題のほうにフォーカスを当てながら、その中

でだんだんと定義的なものが決まっていくことにならざるを得ないのかなというのが今の

ところの印象ですけれども、もちろん皆様方である程度議論していただいて定義が決まっ

て、その定義に基づいて議論ができるのであれば、それはそれでいいのかなと思っていま

す。 

 もう１つの少し大きな論点だったのは、特に資料４の６ページから基本原則①のところ

で書かれているような話は、どっちかというとプラットフォームビジネスだから、プラッ

トフォームにかかわる話だから出てくる課題ではなくて、テクノロジーの活用だとか業界

横断的なところの話はもうちょっと幅広く大事な話ではないかということで、その結果、

例えばRegTechの対応としてプラットフォームが出てくることもあるかもしれないけれど

も、ここで書かれている課題はプラットフォームだから問題になる、あるいは考えなけれ

ばいけない話ではなくて、もうちょっと幅広い話ではないかというお話があって、ここの

ところは後でちょっと事務局からご発言いただきたいと思うのですけれども、私はどっち

にしたいのかよくわからなくて、プラットフォームにかかわるテクノロジーの活用とか業

界横断の話を考えるのか。どっちかというと、そもそもプラットフォーマーとかプラット

フォームビジネスということに余りこだわらずに、もうちょっと幅広く業界横断の規制の

あり方とか、テクノロジー、RegTechの話を考えて、その中でプラットフォーマーの話が

出てくるのであれば出てきたらいいというスタンスなのかは少し整理をしておいたほうが

いいかなと思うので、事務局から大体のお考えを、事務局に従う必要もないですけれど

も、お考えをいただいておいたほうがいいのかなと思います。 

 あと細かい論点があるので、そこはまたぜひ皆さんにご議論していただいてからちょっ

とまとめようかと思うのですけれども、今の点はいかがでしょうか。 

 

○吉野課長  ありがとうございます。プラットフォーマーの定義論をどうするのかとい

うところと、あとは手法論のイノベーションの促進とプラットフォーマーの位置づけをど

うしていくのか。この２つのところが大きな課題かと思っておりまして、まず前者のプラ

ットフォーマーの定義のところは事務局としても非常に悩んでいるのが正直なところであ

ります。それで議論をお伺いしていて我々も非常に悩んでいるところでもありますので、

冒頭、藤木審議官からよくわからないというところがありましたとおり、我がグループを

挙げて非常にわかりにくくて、非常に苦しんでいるところというのは冒頭申し上げさせて
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いただきたいと思っております。 

 他方で、私個人かもしれませんけれども、どのように回っているのかをちょっとご紹介

すると議論がしやすいのかと思っておりますのは、我々商務・サービスグループの大きな

ミッションというのは、我々省内的に商一般のルールということをよくいうのですが、商

取引のルールというのがどのようなものなのか。あるいはどういうものであるべきなのか

というような議論をするのが我々のグループの非常に大きなミッションになっておりまし

て、その意味では商取引のところにものすごくフォーカスが当たっているということであ

ります。今もそうですし、以前は特にもっとそうだったのは消費者保護の行政では特商法

とかありましたが――今でもありますけれども、こちらも商取引の中で消費者保護をどう

考えていくのかというアプローチをとっておりまして、そうすると必然的に今回のプラッ

トフォーマーの議論などに当てはめてみますと、では商取引を伴うプラットフォーマーは

一体何なのかというところが、まずスタートラインに来るのかと思っているところであり

ます。 

 そうすると梅澤委員からもアイデアが、ご提案があったかと私は理解しているのです

が、ある種商取引、もしくは仲介みたいなところです。マーケットプレイス的なところ。

ここは比較的、我々としてアプローチしやすい世界なのかなという問題意識がまずありま

す。ただ他方で、そこに限ってしまっていいのかといわれますと我々は非常に悩んでおり

まして、特にメディア型というもう１つの対立軸があるわけですけれども、ある種ここで

データをどうするのかと考えてみたときに、マーケットプレイス型のプラットフォーマー

のみを対象にして、データのやりとりについての考え方を整理するというのもまた少しお

かしな話なのかと思っておりまして、その意味では必ずしも取引仲介のようなもののみを

捉えていれば事足れりではないのではないかというのが、我々の率直な感想ということで

あります。 

 したがって、恐らくプライオリティというか、整理ということだと思うのですけれど

も、例えばマーケットプレイスのような取引の仲介というものであれば、これこれ、こう

いう課題があって、このように対応するというようなものと、あとはメディア型のような

場合には、これこれ、このような対応をしていくようなところと、ある種の場合分けみた

いなところを整理していかなければいけないことなのかと、ちょっと本日の議論を聞いて

受けとめさせていただければありがたいと考えております。 

 したがいまして、座長からご発言がありましたとおり基本的にどれかを排除するとか、

ある種の排除の論理というのはとらない。ただ、どれも同一の重みというか、色づけでや

っていくというのもなかなか難しいところがあろうかと思いますので、ここは目的的に少

し整理をしながら議論をしていく必要があるのかと思いましたが、そのような進め方でい

いかどうかについてもまだお時間あろうかと思いますので、本日ご議論いただけるとあり

がたいというのが１つ目の定義論だと思っております。その他、確かにプラットフォーム

固有の分野について一定のルールみたいなものを考えていくとか、そういう点については
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特段異論がないことなのではないかと考えてございます。 

 もう１つのイノベーション促進の観点から、事務局の資料４の４ページ目以降に書かれ

ている部分ですが、これもおっしゃるとおりイノベーション促進の観点からいろいろな分

野でRegTechを使える。いろいろなところで当局の対応コストの縮減を図っていくのは、

ほかのプラットフォーマー以外の分野でもあるというのは確かにそのとおりだと思ってお

ります。ただ、他方で、特に冒頭も申し上げたとおりＩＣＴの進展の結果、この分野で特

に先鋭化しているところは否定できない事実なのではないかと思っておりまして、特に商

取引で幾つか共通なところ、消費者保護とか財務健全性とか商取引の秩序みたいなところ

になってきますと、ここはかなり商一般の観点からアプローチできる分野があるのではな

いかと思っておりまして。 

 したがって、まずアイスブレーカーというような位置づけなのかもしれないですけれど

も、ちょっと先鋭化している、この分野から議論を開始していくというような形にできる

と、議論としては非常にエッジの立ったものになるのかと思っておりまして、その意味で

こちらについての事務局なりの考え方を申し上げると、確かに１対１対応で必ず同じ大き

さの完全に重複している集合ではない。ただ、かなり重複がある和集合というか、重複し

ている部分があろうかと思いますので、そういった意味でこの小委員会でもご議論いただ

くのがいいのではないかと、事務局としては考えているところでございます。まず確かに

この２つが大きな論点かと思いますので、この２つについてまた少しご議論いただけると

ありがたいと思います。 

 

○柳川座長  ということでございます。何かご質問等も含めて、どうぞ、小塚委員。 

 

○小塚委員  もうすぐ失礼しますので、ちょっと早目に今のご説明に対するレスポンス

も含めて発言させてください。 

 まずプラットフォームの定義の中に幾つかのものがあり、そしてそれぞれの問題となる

側面に応じて、例えば仲介としての側面、あるいはデータを集積するとしての側面。それ

ぞれに応じて課題があって対応すべき内容が決まってくるという考え方は、私もそうだろ

うと思います。そういう意味で幾つか重層的に考えていくと同時に、それぞれのカテゴリ

ーの中でも、ひょっとするとプラットフォームの外縁、外側というのは何か曖昧で、はっ

きりと切れないところが出てくるかもしれない。同じような経験をまさにこちらの経産省

で私が前にしましたのは割賦販売法の支払い代行者、ＰＳＰというものが出てきたとき

に、支払い代行者とは何かというのがもういろいろな形態があってということだった。そ

の結果、最終的にこっちで議論したそのままは履行されませんでしたけれども、ならば関

係者に選択させてしまおうと。要するに自分はこれだといって、それに伴うメリットと責

任を引き受けるというものは適合し、そうでないと、自分は違うと言い続ける人はそこか

ら外す。そのかわり、そこから外した場合には別の規制を受ける可能性が残っているわけ
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です。そういうやり方も１つかなと感じているところです。というのが１つ目です。 

 それから規制との関係で、さっき生貝先生が域外適用ということをヨーロッパの文脈で

おっしゃったのですが、これは非常に大事な話だと思っていまして、プラットフォームは

常に国際化する。先ほどＧＡＦＡという話も出ましたし、最近では中国ですか。ＢＡＴ＋

１というようなことで中国ではいわれているようですが、Baidu、AliBaba、Tencent、Hua

weiですね。我々としては日本からもそういう国際的なプラットフォームが出てほしいと

いう中で、プラットフォームに対するスタンス自体も、ましてそれとの関係での規制の適

用についても、国際的に調整をしていくことが重要である。域外適用という非常にギラギ

ラする話をするかどうかは別として、相互承認とか国際的な協力関係というようなことを

考えていくのは大事かなと思います。 

 それから最後に、ちょっと今の事務局のご発言とは違うのですが先ほど加毛先生が控え

られたところで、多分私がこれを申し上げた後で加毛先生がいろいろご発言になるのでは

ないかと思うのですが、ヤフーオークション事件などとの関係でどのプラットフォームに

も比較的当たりそうなところは、結局プラットフォームにできることは何だろうというと

きに、やはり参加者の信用性、信頼性をチェックする。それは恐らく個別の参加者が個別

にやるようなプラットフォームのところで一元的にしたほうが効率的で、コストも恐らく

低くできるだろう。その度合いみたいなことは、さらに問題があると思います。そう考え

ますとヤフーオークション事件でいろいろいっていたことの中で、総論として欠陥のない

システムを構築するといった上で具体的にどこまでのところが当たるのですかというアプ

ローチ自体は、実は今でも結構有効なのではないかなと私は思っています。ただ、各論に

ついては、それはどこまでやるべきかというのは技術なども考えて現在の水準に従った判

断をするとよいかなと思っています。 

 以上でございます。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。森委員、どうぞ。 

 

○森委員  もう小塚先生のおっしゃったことに全面的に賛成なのですけれども、吉野さ

んの分類の１番目、最初のプラットフォームの定義のほうですが、排除しないということ

で、ありがとうございました。だけど商取引にリンクというか、フォーカスするというこ

とで、そういう意味では確かに非マッチング型、メディア型の場合には心もとないところ

があるわけです。というのは、プラットフォームの舞台の上で商取引が行われるのはマッ

チング型でして、そこから手数料をいただきますということで大変わかりやすい商取引が

あるわけですけれども、メディアの場合はそのようになっていないわけです。舞台のYouT

ubeの上で行われることというのは、誰かがペットの動画を投稿して、それを私がみて、

ああ、おもしろかったということで終わりなわけですが、そこには商取引が出てきませ

ん。舞台の表側ではそうですけれども、裏側では、私が動画をみているときに切られた広
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告の枠に、この枠はこういう人がみていますけれども誰か買いませんかということで、そ

こはまさに彼らの本業なわけでして、ペットの動画をみておもしろかったというところに

お金は全然関与しませんけれども、そういう意味ではプラットフォームとして舞台の上で

は商取引はやっていませんけれども、プラットフォーム事業者として舞台の裏側で商取引

をやっていますので、そこにまつわる問題です。そのときに、この人は犬の動画をみてい

る人ですというだけだったらいいですけれども、ほかにもありとあらゆることを知ってい

て、何で知っているのという話があるわけですので、そこが私としてはプラットフォーム

の消費者被害の最たるものではないかと思っておりますので、そんな形で商取引に関する

ものの中に入れていただけたらいいのではないか。それが１番目の話です。 

 ２番目は、もう今まさに小塚先生にいっていただいたのですけれども、確かにRegTech

も先鋭な必要性が出てきていて、プラットフォームに限らないけれども現代的な大きなプ

レーヤーとの関係では、また日本のイノベーションを促進する上では非常に重要な課題に

なっているかと思います。やはり同じような課題として域外適用ということがあると思い

ますので、ちょっとギラギラしてどうかという話はありましたけれども、私はぜひギラギ

ラした話としてゴリゴリ域外適用していただきたい（笑声）。それがＥＵの教訓でもある

と思う。それがＧＤＰＲが我々に教えてくれたものだと思うのです。ですので、そこはも

う徹底した域外適用ということでお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。そのほか、梅澤委員。 

 

○梅澤委員  やや小粒な話になってくるかもしれませんけれども、先ほど加毛先生から

お話があった機械可読化の話です。機械可読化ができていないがゆえにＡＩに読み込ませ

る元データが存在していない状況があって、AIを用いた実装を行う際、必ずプリパレーシ

ョンから始める必要があります。機械可読化がうまくいっていかず、日本は非常に立ちお

くれてしまっているという現実があります。例えば規制のあり方として、機械可読化の状

態で記録を保持するという方向に変えていけばいいのではないかと思っています。RegTec

hより以前の段階の話かもしれないですけれども、できれば政府全体の取り組みとしてや

っていただけないか。また、今後ｅ文書法を変えるのかどうかわかりませんけれども、ｅ

文書法を変えるときに同時に措置していただくのはどうかと思っているところです。 

 もう１つは、特に規制業種の中では書面交付のところについてもう少し現代化していか

なければいけないのではないかという要請があります。書面の電磁的交付の条文で「利用

者の使用に係る電子計算機」という規定がございますけれども、利用者の使用に係る電子

計算機の考え方というのはＰＣがスタンドアローンで存在している状態が想定されていま

す。クラウドなどが想定されていない時代の規定であり、各業法でも非常に硬直的な形で

運用されてしまっているのが現実です。このあたりは、RegTechの話の中でぜひ一度議論
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していただきたい部分で、ｅ文書法自体もobsoleteになってしまっているところを直して

いただきたいと個人的には感じています。 

 なお、プラットフォームについて一点だけ申し上げます。プラットフォームの機能とし

ては「情報の収集」だけではなく、「情報の生産」ではないかと思っているのです。情報

の収集、情報の生産、情報の分析と最終的に情報の活用という機能があり、最終的には情

報生産機能という言葉で集約されると思います。金融仲介機能を論じる上で、「情報生産

機能」という用語が論じられますが、プラットフォームの定義の議論としてご考慮いただ

ければと思います。 

 とりあえず以上でございます。 

 

○柳川座長  そのほか、いかがでしょうか。加毛先生、何か先ほどとめられたことで。 

 

○加毛委員  ありがとうございます。そちらの話に行く前に、事務局にお願いをしたい

ことを申し上げたいと思います。今後具体的な議論をしていく際に、具体的にいかなる業

法の規制が重複しているのかということの洗い出しを、早い段階でやっていただけないで

しょうか。 

 それから、ヤフオク事件判決についてですけれども、これは下級審判決であり、最高裁

判決のように判例法理として下級審裁判所に対する拘束力をもつような法規範は、明らか

になっていないということを確認しておきたいと思います。そのうえで、今後の判例法理

の形成を考える場合には、先ほど小塚先生が指摘された、参加者に対する適切な評価シス

テムの構築は、取引仲介型のプラットフォーマーにとって、中心的な義務になるのではな

いかと考えております。契約責任と不法行為責任の双方について、中核的な要素になりう

るということです。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。そのほか、いかがでしょう。どうぞ、唯根委員。 

 

○唯根委員  私からのお願いです。消費者庁さんもいらしているので、要は消費者被害

というのでしょうか、仕組みや関係が分からずに巻き込まれて実際にもう既にいろいろな

事件というか、被害が現場で起きているのですね。という言い方も変なのですが、そうい

う具体的な事例や被害状況の紹介をぜひしていただきたいのです。それがどういう形なの

か。プラットフォーマーのかかわりというところをぜひ分析していただきたいというか、

自分自身も知りたいところがありますので、財団の相談室に入っている事案も探してみよ

うと思いますし、消費者庁さんにもご協力いただければと思います。 

 

○柳川座長  そのほか、いかがですか。 
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○生貝委員  プラットフォームをどう定義するかといったようなところに関して、多分

そうそう決着のつく議論でもないところだと思うので、ちょっと僕の取り扱っている分野

からの切り口というのを２つ加えさせていただきますと、１つは、結局グローバルに展開

するプラットフォームの対象にしようとしている問題なのか、そうではないのかといった

ようなところでかなりアプローチが違ってくるだろうなということ。グローバルプラット

フォームを対象にするのであれば当然国際的なコーディネーションというのが必要である

し、あるいは何か新しい加重的な規制を課そうといったときに、世界200ヵ国で活動する

彼らに対して、日本だけ特殊なルールを押しつけるのは現実としてなかなか難しい部分が

あるといったときに、例えば28ヵ国まとまってグローバルスタンダードをつくろうとして

いる。そして事実、彼らが本気を出せばそれなりに、そうなっていくこととの歩調をどの

ようにとるのか。とらないとしたらどのようにとらないのかといったことを、もしグロー

バルな文脈を考える問題であるのだったら、まず念頭に置く必要があるのかなというのが

１つでございます。 

 ２つとして、プラットフォームのもう１つの切り方としてマッチングというのも、メデ

ィア型でもいいですけれども、もともとの意味合いとしては小高く盛り上がった台のよう

なものであるといったときに、それが転じて今、場を提供するビジネスになったというの

が言葉のもとだなと理解していますけれども、これもヨーロッパの文脈でよく出てくるキ

ーワードは、トラストとフェアネスとトランスパレンシーである。その１つの場といった

ようなところに、いろいろな方々が集まってビジネスをするようになる。それが信頼され

る基盤として、ちゃんと誰もが信頼できて安心して活動できる基盤になってくれるといっ

たことが、デジタルエコノミーの成長のまさに源そのものであるといったときに、それを

実現するために必要なことが、まずはフェアネスということに関して、場を提供するとい

う特別な立場を利用して不公正なことをやることはないか。これはＢtoＢとの関係でもＢ

toＣとの関係でもさまざまな論点があり得るところであり、そして特にＢtoＣ、コンシュ

ーマ対コンシューマといったところでは、例えばアルゴリズムの透明性をどこまで設ける

か。このランキングでこういったものが上に上がってきているのは、本当はペイドサーチ

のようなことが起こっているのではないか。あるいは自社のものを不当に高く上げたりし

て、不当ではないにしても何をやっているかはある程度透明にしておく必要がある。やは

り透明でなければ、その上でみんな安心してビジネスをすることができない。活動するこ

とができない。だけれども、その透明性は当然営業秘密とかかわるところでどこまでなの

かといったときに、さまざまな人たちが安心して活動できる基盤という観点から考えるこ

とで、みえてくる課題も別途あるのかなと考える次第です。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。どうぞ。 

 

○加毛委員  さきほど言い忘れたことなのですが、事務局へのお願いにつきまして、具
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体的な課題の洗い出しの際には、経済産業省所管の法律に限らずに、検討をすることが重

要だろうと思います。省庁間での波風を立てずに、そのような検討をすることの困難さは

認識しておりますけれども、そのような省庁横断的な課題に挑戦すべきときに来ていると

いうのが、今回の小委員会の問題意識だと思いますので、お願いを差し上げる次第です。 

 また、先ほどのご発言との関係ですが、既にクリティカル・マスに達しているようなタ

イプのプラットフォーマーと、新しいビジネスを生み出すようなタイプのプラットフォー

マーとでは、規制として考えなければいけないことが変わってくるので、その視点も重要

であると考えます。 

 

○柳川座長  何か順番に回っているので。 

 

○翁委員  まだ私、二巡目を発言していなかったので、イノベーションの促進のところ

に関しては、柳川先生が整理されたようにプラットフォームというのはもう本当に一部の

議論だと思います。やはりテクノロジーの進展と、それからネットワーク化ですね。Inte

rnet of Thingsで、それとデータビジネスということでもう環境が大きく変わっていく中

で、こういった事象をどのように考えていくか。ここは割と幅広い視点で議論をしてい

く。Society5.0というのはまさにそういう世界だと思うのですが、そういう中でどのよう

にイノベーションを促進していくかという視点が非常に重要と思います。 

 基本原則②のほうに関してはまずいろいろな、もう既に現実の問題として出ているさま

ざまな課題というのがございますし、特に本日ご紹介いただいたようなマッチング型のと

ころのＣtoＣビジネスというのは、もう既にいろいろ考えていかなければならないところ

なので、ここに関しては比較的アプローチが必要なものから、どんどん課題優先的にやっ

ていくということが必要なのではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

 

○柳川座長  別に順番にしゃべって２回終わったらおしまいというわけではないので、

追加でご議論があれば。森委員、どうぞ。 

 

○森委員  三巡目ということで、もう１つ、生貝先生の話とも若干かぶるのかもしれま

せんけれども、今回はプラットフォームということで割と幅広い検討対象なのですが、各

アプリケーションについては既にいろいろ検討が先行しているところもありまして、ご関

係の方がいらっしゃっていますけれども、例えばシェアリングエコノミーは内閣官房で検

討しましたし、あと情報銀行です。経産省、総務省で検討されていたわけですけれども、

どちらもプラットフォームで、かつマッチング型ということなのですが、これはそれぞれ

に１つの政策として、目的としては今回と同じで、イノベーションと社会的責任・公正と

ほぼ同じような目的を背負っていたと思うのですが、イノベーションと消費者保護といい
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かえてもいいかもしれませんけれども、両方とも第三者認証をやってはどうかということ

でソフトローの選択をしているわけですので、今回検討対象は非常に幅広いので、先ほど

来、あれに対してはこう、これに対してはこうということかと思いますけれども、そこで

もハードロー一辺倒ではなくて、そういうソフトローのこともご検討いただけたらと思い

ます。 

 

○柳川座長  はい、どうぞ。 

 

○梅澤委員  私、過去には金融庁に２年間在籍していたこともあって、ここでいうのも

あれなのですけれども、加毛先生が先ほどいわれました、ほかの所管の法律に対してもチ

ャレンジする時期が来ているのではないかというのは結構思うところがあります。例えば

今、私が非常に気になっているのは銀行法、保険業法、金商法の業務範囲規制です。先ほ

ど申し上げた「リバンドリング」についてのもっとも高い壁となる規制です。フィンテッ

クをより幅広にやっていこうといった場合に、どうしてもそこでできなくなってしまう業

務が出てきているというのが現状であり、そこに不透明さがあったり、あるいは硬直性が

あったりということで、次のイノベーションが阻害されてしまっている現状があるのでは

ないかなと思っております。 

 他方で業務範囲規制に対して、例えばどういったバックグラウンドがあって業務範囲規

制があるのですかということについては、ここにいらっしゃる先生方も参加されている金

融制度スタディーグループの中間整理でも議論されているところですが、その規制の立法

事実としてやや疑問があります。例えば、専念義務というのがございますが、その業務に

専念させることが効率性の観点から重要なのだといわれています。でも、それは本当なの

でしょうか。利益相反取引防止、優越的地位の濫用の防止が立法事実といわれています。

しかし、利益相反取引防止、優越的地位の濫用については個別に別途の規制が存在してい

る中で、あえて業務範囲規制を残す必要が本当にあるのでしょうかといったところから、

根本的な議論をする必要があるように思います。これは金融に限られず、各業態でも業法

上の既に立法事実が既に失われつつあるものがあるのではないか、それをスマートコマー

ス小委員会の中で議論するかどうか、問題提起をしていただきたいと思います。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。重要なご指摘かと思いますが、はい、どうぞ。 

 

○森委員  今の梅澤先生のお話でちょっと申し上げたい。私も全く大賛成でして、今金

融の規制の話でしたけれども、プラットフォームでも電子商取引でもいいですが、そうい

う社会実体を相手にしたときに必ず、いや、電子商取引は特商法ですと。通信販売です

と。それはそうなのですけれども、そこにはあらゆる商品やサービスが出てきますので、

どうしてもそれぞれの業法をみざるを得ないということになります。 
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 そういう意味でこの問題が一番先鋭だったのはシェアリングエコノミーで、非常に業規

制の厳しいところをプラットフォームでできないかと。登録ドライバーではない一般の人

が旅客運送サービスを提供できないかということが問題になったわけですので、現行法の

合理性の見直しということは必要。多分先ほどの１番目と２番目の論点分類でいくと、Re

gTechと域外適用と規制緩和みたいにいってしまってもいいのかもしれませんけれども、

規制緩和、規制の合理性一般の問題とは別にシェアリングエコノミーで特に問題になりま

したように、これまで登録ベンダーがそれなりの装置をもって個々で提供していた商品・

サービスの提供を、プラットフォームがプラットフォーム的なリソースを提供することに

よって資格のない人が提供できないか。一般的なプラットフォーム問題というのがあると

思うのです。プラットフォームのチャレンジといってもいいかもしれませんけれども、例

えば住宅宿泊事業法は旅館業法には規定されませんでしたけれども、ある意味では旅館業

法の規制緩和といってもいい面がありまして、旅館業登録をしていなくても宿泊サービス

を有償で提供できるプレーヤーというのが出てきたわけです。そのときに旅館業登録をし

なくてもいいですと。ちょっと忘れましたけれども、厳密な何かカウンターがあってみた

いなことではなくてもいいですが、そのかわり仲介業者が支えるみたいな面が――ちょっ

と住宅宿泊事業法のたてつけは違いますがプラットフォーム的機能によって、もともとは

非常に重厚長大なリソースが求められた提供行為がもう少し簡便にできるようにならない

か。さっき何でもプラットフォーム化するのではないかという話もありましたけれども、

各業法をプラットフォームで提供するときに登録事業者でなくても提供していいか。その

ときにプラットフォーム側で肩がわりするリソースとして何が要求されるのかみたいなこ

とは、プラットフォーム全体の問題として考えていただいてもいいかもしれないなと思い

ます。 

 

○柳川座長  ありがとうございます。どうぞ、まだまだ大丈夫です。 

 

○生貝委員  今まさに森先生の、どちらかというと１個前のご発言と関連してというと

ころなのですけれども、まさに森先生がおっしゃったとおり、今のプラットフォームのル

ールのあり方にかかわるソフトロー的なアプローチとして、例えばシェアリングエコノミ

ーの制度ですとか、あるいは情報銀行認定制度といったような、まさに民民、そこに官が

ある程度お手伝いする形でだんだんとルールをつくっていこうという認証に基づく取り組

みといったこと。これ自体は、いわゆる先ほど申し上げた共同規制といわれる方法の中の

１つのアプローチであって、やり方としてはもっと官が、あるいは法がそれに強目にかか

わるアプローチというのも、これは理屈としても現実としてもあり得るところでございま

す。 

 ごくごく、例えばですけれども情報銀行や何かしらのルールに従ったような人たちに、

ある分野の規制をある程度免除してあげるようなルールの枠組み。自由参加型の、僕たち
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ですとよくセーフハーバー型共同規制というように呼んだりするのですけれども、これを

守っていればいろいろ大丈夫といった意味で、ということも方法論としては官の官業の強

目の共同規制という形で理屈として全くあり得ますし、議論としても、仕組みとしても幾

つか先行例はありますしというようにいったときに、いろいろなことを共通で行うプラッ

トフォームという新しい業態があらわれてきているのだとしたら、それにかかわったらこ

の規律の対象だということを無理やりにやってしまうよりは、結構厳しいルールだけれど

も、これに参加していれば、まさに本日出てきたさまざまな法との兼ね合いというものを

ある程度別の形で遵守すればいいといったようなことも、さきの派生の関係ではあると思

うと、まさに新しい業態といったものをくくり出してつくっていくための方法というの

は、いろいろ考えられるのではないかなということでございます。 

 

○柳川座長  いろいろ出ましたけれども、ちょっとだけ感想も含めてまとめというほど

でもないですが、しゃべりたいことがいっぱいあったのですけれども、皆さんのご議論の

ポイントを私なりに整理してお話しさせていただくと、１つは、問題をどう捉えてここで

議論していくかというところなのですけれども、問題といったときには現状起きているト

ラブルが１つですが、もう１つは今もっているポテンシャルな課題ですよね。先ほど加毛

先生から話があったような何かイノベーションを起こしていく、ビジネスを伸ばしていく

上で、何らかのできないことはないかという意味での幅広い問題ということもあるのでは

ないかと思いました。９ページのプラットフォーマーのところでサービス提供者というの

が右側にあるわけですけれども、このサービス提供者の中には、ここからイノベーション

が起きてくる可能性もいろいろあるわけで、そこを伸ばしていく上で何が足りないのかと

いう視点も恐らく大事なのだろうと思った次第です。 

 もう１点目が、話があったように国際的な側面です。グローバルな企業をどこまで対象

にするのか。それから規制のハーモナイゼーションみたいなことをどう考えるかというの

は、大きな枠組みとしてはちょっと重要な線引きの視点なので、そのあたりはどこまで対

象にするのかというのは後々のところかもしれないですけれども、ポイントにはなってく

るかなと思いました。 

 もう１つ、いわゆるマーケットプレイス型かメディア型かという話があったのですけれ

ども、もうお帰りになった小塚先生がお話しになったのか、森先生なのかもしれませんで

すけれども大分やっていることが違っていて、取引が起きていることと、そこで実際取引

が起きていないようにみえるものとで大分性質が違うだろうと。現状なかなか悩ましいの

はプラットフォームといいながら、そこで取引が起きている、起きていないだと、商取引

でみたときに大分違うようにみえるところが１つ、ここでの難しさなのだろうと思いま

す。ただ、よくよく考えてくると、今はそのように分かれていますけれども今後混合型の

ようなことは幾らでも出てくる可能性があるので、マーケットプレイス型なのだけど実は

手数料をとらなくて、例えば広告収入のところでお金をもうけるみたいなことも出てくる
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ことを考えるとすると、余りこの２つを明確に分けてしまうことは議論を狭めてしまうか

もしれないなと思いました。翁委員から話がありましたけれども、いろいろな可能性を考

えていかなければいけないだろうというのがターゲットの話です。 

 課題に関しては、梅澤先生からもありましたフィンテックの話だとか、いろいろ周辺の

監督官庁の話だとかかかわってくるのですけれども、せっかくなので、ここで横串を刺し

てみたときにどういう切り口がポイントとしてなるのかということが整理できれば、結果

的に全体を大きく変えていく原動力になるのだと思うので、フィンテックは向こう側とか

余り考えずに議論できたらいいなと思います。そのときに課題のところでは、もともとあ

ったように既に重複している規制がいろいろあるではないかとか、あるいは現状だとかな

り不便だよねというところの話と、それは既存の規制の話ですよね。 

 もう１つは、新しいビジネスなので実は規制がすっぽり抜け落ちてしまっているとか、

新しいビジネスなので全く違う規制のあり方があり得るのではないかというような話とは

大分次元が違う話なので、そのあたりも少し整理ができるといいのではないかと思いまし

た。 

 その観点で少し細かいところで今後あるなと思ったのは、加毛先生から話があったヤフ

ーオークションの判例の議論をどこまでベースにするのか、とっかかりにするのか。ある

いは、もうちょっと違うことを考えるのかというのは少しポイントになってくるかと思い

ます。先ほどお話があったように消費者目線でいくと、誰に話をしていいかわからないと

いう話でいくと、プラットフォーマーとヤフーオークションみたいなところで、ヤフーが

誰をとり、責任をもって入れているのかを判断してくれるというのは、ある意味で１つの

わかりやすい消費者の利便性だったのだろうと思いますけれども、お話があったようにま

だ確定した判例というわけでもないですし、今の事例、現在においてあの形がいいのかど

うかということも含めて少しポイントなのかなと思います。 

 最後に、機械可読性という話は全体を通じるかなり大きな話であって、これがここの話

にとどまらず、今進めているような電子政府に関する議論のかなり重要なところであるの

だと思うので、この検討会だけで話がとどまるわけではないだろうと思いますけれども、

機械可読性と、それからＫＹＣの話ですね。このあたりのところは、全体を貫く大きなク

リアしていかなければいけないポイントなのだろうなと思っております。 

 ちょっと若干長くなりましたけれども、事務局のほうから。 

 

○吉野課長  もう時間もあれだと思いますのでちょっと簡単に、二巡目、三巡目のとこ

ろで出たご意見の中で、事務局として結構重たい宿題を負ったと認識しておりますので、

それを事務局として最大限やらせていただければと思っております。 

 １つ、横断的にアプローチを考えていくべきではないか。ここはまさにおっしゃるとお

りのところがございまして、そこはそういうラインで事務局としても考えていきたいと思

いますが、他方で我々の商取引一般のルール。商一般といわれている部分ですけれども、



33 
 

ここも一応横断的に考えるような切り口になってございますので、まず我々の商一般の中

で、商取引としてどう横断的に捉えていくかというのはちゃんと整理させていただきたい

と思っておりまして、その上で個別規制のところはどうなるかというのはいろいろな議論

がありますので、そこはまた委員各般ともご相談させていただきながら、どういったタイ

ミングでどういう出し方をするかを含めて、ちょっとご議論させていただければありがた

いと思っております。 

 あと、消費者の具体的な被害というところも宿題を明確にしていただきました。こちら

のほうも我々の、いわゆる特商法の通信販売業者という枠内で本当に捉えてしまっていい

のかというご議論も、たしか森委員からいただいていると思うのですけれども、そこは工

夫して実際に、確かにそこも気になっているところがありますので、そちらも宿題として

考えさせていただければありがたいと思っております。 

 あと国際的な枠組みのところで１つ敷衍いたしますと、当然国内の小さい事業者の方々

だけをいじめていても、単なる血豆をつぶしているだけということだと思いますので、余

りそういうアプローチはとりたくないと思っております。したがって、国際連携、国際協

調みたいなところで、これも若干息が長い話というか、いろいろ考えなければいけない論

点はあろうかと思いますので、議論をどこまでまとめられるかというのはあったとして

も、そこは我々として明確に意識して進めさせていただければありがたいと思っていると

ころでございます。 

 いずれにいたしましても、非常にさまざまなご議論をいただいたので、事務局としても

整理をさせていただいて、再度また委員の方々とご議論させていただければありがたいと

思っているところでございます。 

 

○柳川座長  それでは、時間になりましたので、活発な議論をいただきまして、ただ、

時間の成約上、皆さん十分なご発言ができなかった部分もあるかと思いますので、言い残

した部分に関しては事務局のほうまでご遠慮なくお寄せいただければと思います。 

 それでは、最後に事務局から連絡事項をお願いします。 

 

○山本参事官  座長、ありがとうございました。 

 今後の予定についてでございます。資料６をごらんいただければ幸いでありますが、次

回につきましては８月31日、その次の回、第３回につきましては９月20日に予定をさせて

いただいております。私ども事務局といたしましては、事業者の皆様から問題意識等々ヒ

アリングさせていただくような場として実施を予定しておりましたけれども、ただいまの

議論を踏まえまして進め方については、また座長ともご相談しながら進めていきたいと存

じます。また改めてご連絡を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 
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○柳川座長  ありがとうございました。ちょっとだけ時間が延びてしまい恐縮でしたけ

れども、これにて閉会といたします。どうも皆さん、活発なご議論をありがとうございま

した。 

 

                                 ――了――   

 

■お問い合わせ先 

商務・サービスグループ 制度改正準備室 
電話番号：03-3501-1678 
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